
2023年８月１日 発行 №１５１号

発行所：倉吉市人権文化センター

住 所：倉吉市鍛冶町１丁目２９７１－２

電 話/ＦＡＸ：０８５８－２２－４７６８

メールアドレス：jinkenbunka@ncn-k.net

倉吉市人権文化センターだより

日時：８月１０日（木）・８月２４日（木） １０：００～１１：００

場所：倉吉市人権文センター 内容：日常会話・手話歌（四季の歌）

終戦から７８年 ８月１５日は終戦の日

沖縄では、6月 23日を「慰霊の日」としています。

昭和１６（1941）年、日本陸軍が英領マレー半島に奇襲上陸し、ハワイ真珠湾を奇襲攻撃

しました。日本は、アメリカ・イギリスに宣戦を布告し、第二次世界大戦の一環をなす太平洋

戦争が開始されたのです。

昭和１８（1943）年には、学生を軍に徴兵する学徒出陣を行い、さらには学徒動員で学校

に残る学生や女性を軍事工場で働かせました。

昭和２０（1945）年、南西諸島に上陸したアメリカ軍を主体とする連合軍と日本軍との間

でも戦いが起きました。沖縄戦と呼びます。

沖縄戦は、軍隊と軍隊、軍人と軍人が戦うものではありませんでした。「本土防衛」を目的

に日本軍の基地や陣地が沖縄本島や離島に建設され、日本軍の戦争準備には多くの沖縄県に

住む人々が駆り出されました。

防衛隊員として徴収された沖縄県民約22,200 人の他、男子生徒は「鉄血勤皇隊」「通信

隊」として徴収され、女子生徒は看護隊として徴収されました。

沖縄戦は「鉄の暴風」とも呼ばれる猛烈な艦砲攻撃や空襲により、２０万人の犠牲者を出し

ました。当時沖縄県に住んでいた４人に１人が亡くなったとも言われています。

6月23日、沖縄の日本軍司令官が自決し、日本軍という組織での闘いが終わりました。

この日を「慰霊の日」として休日とし、戦争について考え戦いのない世の中を目指していま

す。

さらに、東京大空襲をはじめとする本土への空襲、沖縄戦と同

じく昭和２０年に広島と長崎に落とされた原子爆弾などによって、

多くの方が戦争の犠牲となりました。

終戦から７８年が経ちます。戦争は最大の人権侵害です。しか

し、世界各地では今も戦争によって苦しんでいる方が沢山います。

平和とは何か、自分にできることは何か…一緒に振り返り、

考えてみましょう。

夏休みを利用して、子ども手話教室「手話で交流しよう！」を開催します！

日 常 でよく使われている手話を学び、みんなでたのしく 交 流 しよう！
にちじょう つか しゅわ こうりゅう

自分の名前・あいさつ・手話歌など手話をたくさんおぼえて、つかってみよう！
じぶん なまえ しゅわうた しゅわ

日 時 第1回：８月１０日（木） 11:00～12：00
にち じ がつ にち もく

第2回：８月２４日（木） 〃

場 所 ：倉吉市人権文化センター
ば しょ くらよししじんけんぶんか

申し込み ：０８５８－２２－４７６８
もう こ

初めての方も

大歓迎！！

第５１回 倉吉市集会
研究主題

『人権』って何だろう。私の人権とは、あなたの人権とは

～お互いを認め合い、安心して暮らせる人権尊重のまちづくりをめざして～

開催日 2023年 ８月２７日（日）

統一テーマ：だれにでも、いつでも、どこでも同じ人権 (分科会は直接会場へお越し下さい)

講演会：倉吉未来中心小ホール 13：30～15：00

演題 「人とのつながりから考える人権」

講師 鳥取看護大学看護学部 田中 響 さん

問い合わせ：倉吉市人権政策課 電話０８５８－２２－８１３０

第 1分科会 地域社会と人権 倉吉未来中心小ホール 10：00～12：00
第 2分科会 子どもの権利と人権 倉吉未来中心セミナールーム３ 〃

第３分科会 同和問題 倉吉交流プラザ視聴覚ホール 〃

第４分科会 少数者の人権 倉吉未来中心セミナルーム７ 〃

第 5分科会 ハラスメント 倉吉交流プラザ第１研修室 〃

沖縄県 平和の礎
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全
国
部
落
調
査
」復
刻
版
出
版
事
件
裁

判
と
は

こ
の
裁
判
は
、
鳥
取
ル
ー
プ
と
名
乗
る

人
物
が
、
２
０
１
６
年
春
に
全
国
の
被
差

別
部
落
の
所
在
地
情
報
～
な
ど
一
覧
を

「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
と
題
す
る
書

籍
と
し
て
予
約
出
版
・
販
売
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。
横
浜
地
裁
の
出
版
差
し
止
め
処

分
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
当
該

書
籍
の
内
容
や
「
部
落
解
放
同
盟
関
係
人

物
一
覧
」
と
称
す
る
個
人
情
報
一
覧
の
電

子
デ
ー
タ
ー
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公

表
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
差
別
行
為
を
止
め
る
た
め

に
①
「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
の
出
版

禁
止
と
ネ
ッ
ト
上
か
ら
の
削
除
②
「
部
落

解
放
同
盟
関
係
人
物
一
覧
」
の
ネ
ッ
ト
上

か
ら
の
削
除
③
原
告
一
人
当
た
り
１
１
０

万
年
、
総
額
２
億
８
９
０
０
万
円
の
慰
謝

料
を
払
え
と
す
る
裁
判
で
す
。

２
０
２
１
年
９
月
の
一
審
判
決
で
は
、

①
の
出
版
禁
止
の
範
囲
を
２
５
都
府
県
に

限
定
②
の
一
覧
は
す
で
に
被
告
ら
が
削
除

済
み
だ
と
認
め
ず
③
原
告
の
大
半
に
５
５

０
０
円
～
４
４
０
０
０
円
総
額
約
４
８
０

万
円
の
損
害
賠
償
を
認
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
す
べ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の

侵
害
で
判
断
し
て
お
り
、
原
告
が
求
め
た

「
差
別
さ
れ
な
い
権
利
」
は
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

２
０
２
１
年
に
控
訴
、
２
０
２
２
年
か

ら
控
訴
審
で
の
２
回
の
口
頭
弁
論
を
経
て

６
月
２
８
日
（
水
）
に
高
裁
判
決
の
言
い

渡
し
が
あ
り
ま
し
た
。

東
京
高
等
裁
判
所
第
１
６
民
事
部
判

決
言
い
渡
し
１
０
１
号
大
法
廷

２
０
２
３
年
６
月
２
８
日
（
水
）
午
後

１
時
３
０
分
集
合
場
所
の
東
京
高
裁
前
の

中
庭
に
は
、
全
国
各
地
か
ら
１
０
０
人
を

は
る
か
に
超
え
る
支
援
者
が
集
ま
っ
た
。

傍
聴
席
（
１
２
０
席
）
は
満
席
で
入
れ
な

い
人
も
あ
っ
た
。
例
に
従
い
ま
ず
は
最
初

に
解
放
同
盟
関
係
者
を
入
室
さ
せ
、
そ
の

後
被
告
を
入
室
さ
せ
る
。
被
告
は
鳥
取
ル

ー
プ
の
み
で
も
う
一
人
は
欠
席
で
あ
っ
た
。

開
廷
前
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
報
道
撮
影
が
２
分

間
あ
り
、
午
後
２
時
に
開
廷
。

判
決
言
い
渡
し

裁
判
長
（
土
田
昭
彦
裁
判
長
）
か
ら
主

文
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
地
裁
判
決
同
様
に

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
ほ
ぼ
わ
か
ら
な
い
、

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
の
状
態
。「
被
告
は
、

出
版
、
販
売
、
頒
布
し
て
は
な
ら
な
い
」、

「
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
を
削
除
せ
よ
」、「
リ
ス

ト
や
個
人
情
報
な
ど
に
つ
い
て
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
ヘ
の
掲
載
、
書
籍
の
出
版
、
出
版
物

へ
の
掲
載
、
放
送
、
映
像
化
等
の
一
切
の

方
法
に
よ
る
公
表
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

な
ど
と
い
う
言
葉
の
端
々
を
と
ら
え
る
と

勝
訴
な
の
か
な
？
と
思
え
る
内
容
。
し
か

２０２３年６月２８日（水）東京高裁控訴審において判決の言い渡しがあり、原告

が求めていた「差別されない権利」を認め、出版禁止を大幅に拡大、損害賠償も増額

する画期的な判決が出されました。その内容を８月、９月号に掲載します。



2

し
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
ず
か
８
分
間

の
判
決
言
い
渡
し
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
旗
出
し
で
は
、弁
護
士
が「
勝

訴
」、「
差
し
止
め
範
囲
大
幅
拡
大
」
と
書

か
れ
た
プ
ラ
カ
ー
ド
持
っ
て
現
れ
、
勝
訴

だ
と
い
う
こ
と
を
多
く
の
支
援
者
と
確
認

し
た
。

画
期
的
な
控
訴
審
判
決

土
田
昭
彦
裁
判
長
は
「
人
生
に
与
え
る

影
響
の
大
き
さ
や
、
ネ
ッ
ト
上
を
中
心
に

部
落
差
別
の
事
案
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ

と
な
ど
を
考
え
る
と
、
被
差
別
部
落
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
地
域
の
出
身
だ
と
わ
か
る

情
報
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
差
別
を
受

け
な
い
権
利
の
侵
害
に
あ
た
る
」
と
指
摘

し
、
そ
の
上
で
「
出
身
で
な
く
て
も
ル
ー

ツ
が
あ
る
こ
と
で
差
別
を
受
け
る
お
そ
れ

が
あ
る
」
と
し
て
、
１
審
よ
り
も
出
版
禁

止
の
差
し
止
め
の
対
象
を
広
げ
て
、現
在
、

そ
の
地
域
に
住
所
や
本
籍
が
あ
る
人
だ
け

で
な
く
、
過
去
に
住
所
な
ど
が
あ
る
人
や

親
族
が
い
る
人
に
つ
い
て
も
訴
え
を
認
め
、

差
し
止
め
の
県
は
１
審
で
は
、
２
５
県
か

ら
高
裁
は
３
１
県
に
拡
大
し
た
。そ
し
て
、

損
害
賠
償
額
も
１
審
で
は
約
４
８
０
万
円

だ
っ
た
も
の
を
増
額
し
、
合
わ
せ
て
５
５

０
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

ま
た
、
高
裁
判
決
は
「
復
刻
版

全
国
部

落
調
査
」
や
「
部
落
解
放
同
盟
関
係
人
物

一
覧
」
に
つ
い
て
、
そ
の
情
報
の
公
開
が

部
落
差
別
を
助
長
す
る
違
法
な
行
為
で
あ

る
こ
と
を
認
め
、
出
版
の
差
止
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
公
開
の
禁
止
、

二
次
利
用
の
禁
止
、
損
害
賠
償
の
全
て
を

認
め
ま
し
た
。
原
告
や
弁
護
団
は
、「
裁
判

所
が
憲
法
１
３
条
と
１
４
条
を
根
拠
に
裁

判
で
は
じ
め
て
認
め
た
の
は
、
画
期
的
な

判
決
で
あ
り
、
こ
の
決
定
が
判
例
と
し
て

他
の
差
別
問
題
の
解
決
に
も
利
用
で
き

る
」
と
高
く
評
価
し
た
。
被
告
の
鳥
取
ル

ー
プ
は
「
い
く
ら
で
も
悪
用
可
能
な
恐
ろ

し
い
判
決
だ
。
上
告
は
す
る
が
、
結
論
は

期
待
し
て
い
な
い
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
出

し
て
い
ま
す
。

（
裁
判
報
告
集
会
：
日
比
谷
図
書
文
化

館
）

中
央
本
部
あ
い
さ
つ

西
島
藤
彦
部
落
解

放
同
盟
中
央
執
行
委
員
長

一
審
判
決
よ
り
踏
み
こ
ん
だ
判
決
、
差

別
さ
れ
な
い
権
利
を
認
め
「
全
国
部
落
調

査
」
の
差
し
止
め
の
県
を
３
１
県
に
拡
大

し
た
。
我
々
は
大
き
く
勝
利
し
た
。
判
決

は
今
も
続
く
部
落
差
別
の
現
状
を
列
挙
し
、

大
き
な
一
石
を
投
じ
た
。
ネ
ッ
ト
上
で
情

報
を
さ
ら
さ
れ
る
の
は
む
ご
い
こ
と
で
、

２
次
、
３
次
被
害
に
つ
な
が
り
、
大
変
な

事
態
に
な
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
の
差
別
が
拡

大
し
て
お
り
、
国
に
は
し
っ
か
り
し
た
対

応
を
求
め
た
い
。
今
回
の
判
例
が
法
律
の

制
定
に
つ
な
が
る
。
ブ
ロ
バ
イ
ダ
ー
責
任

制
限
法
の
改
正
に
も
つ
な
げ
た
い
。
最
高

裁
へ
の
提
訴
は
２
週
間
以
内
に
行
う
。
差

別
情
報
を
入
り
口
で
遮
断
す
る
シ
ス
テ
ム

が
必
要
だ
。

原
告
団
代
表
あ
い
さ
つ

片
岡
明
幸
糾
弾

闘
争
本
部
事
務
局
長

想
像
よ
り
も
ず
っ
と
い
い
判
決
と
な
っ

た
。
差
別
さ
れ
な
い
権
利
を
求
め
た
の
は

大
き
な
成
果
だ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵

害
だ
け
で
判
断
し
た
一
審
判
決
に
対
し
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
以
上
に
差
別
な

ん
だ
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
き
た
。
差
し

止
め
の
範
囲
を
広
げ
三
重
、
山
口
、
徳
島
、

長
崎
、
佐
賀
、
茨
城
を
認
め
た
。
原
告
の

身
内
や
親
せ
き
が
い
れ
ば
認
め
た
。

鳥
取
ル
ー
プ
の
悪
質
性
を
さ
ば
き
前
進

し
た
判
決
だ
。
人
格
権
に
基
づ
い
た
利
益

で
判
断
し
て
お
り
、
原
告
の
い
な
い
県
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
や
は
り
差
別
を
禁

止
す
る
法
律
が
い
る
。
損
害
賠
償
が
追
加

さ
れ
５
５
０
万
円
に
な
り
前
回
よ
り
７
０

万
円
増
額
さ
れ
た
。

（
文
責
：「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
出
版
事

件
裁
判
原
告

下
吉
真
二
／
し
も
よ
し
し
ん

じ
）は

じ
め
て
裁
判
所
が
「
差
別
さ
れ
な
い

権
利
」
を
認
め
た
画
期
的
判
決
と
な
り
ま

し
た
。

詳
細
は
、
次
号
９
月
号
に
続
く


